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社会保険労務士法人 Ｄ・プロデュースが毎月お送りしています 

ブログも更新中！是非ご覧ください！      

Facebook https://www.facebook.com/d.produce 
 

 

 

 

ご連絡先：  
〒231-0013 
横浜市中区住吉町 4-45-1 関内トーセイビルⅡ 10 階 
TEL：045-226-5482  FAX：045-226-5483 
E-Mail：info@d-produce.com        
HP：https://www.d-produce.com  
 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

障害者雇用ビジネスの実態と課題、 

対応策 

 

厚生労働省は 12 月１日に、「第 11 回 今後

の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究

会」を開催し、障害者雇用ビジネスの実態や課

題を公表し、今後の対応策や障害者雇用の質

を高めていくための論点を示しました。 

 

◆事業者、就業場所、利用企業、就業者が増

加 

障害者雇用ビジネスとは、企業に農園やサテ

ライトオフィスなどを貸し、そこで働く障害者の採

用や雇用管理などを代行して業務を提供するな

どを行う事業のことをいいます。 

同研究会の資料によると、令和７年 10 月末時

点で障害者雇用ビジネス事業者は 46 事業者で、

就業場所は 221 か所でした。また、利用企業は

1,802 社以上（把握した就業場所ごとの利用企

業 数 を 合 計 し た 延 べ 数 ） 、 就 業 障 害 者 数 は

11,141 人以上（把握した就業者数）でした。いず

れも初めて公表した令和５年４月よりも大きく増

加しています。 

 

◆雇用の「質」を高めるためにガイドラインの策

定を提示 

同研究会の資料では、以下の障害者雇用ビ

ジネスの課題を挙げています。 

・業務内容・就業場所の分離によるインクルー

ジョンの観点からの課題・雇用責任の希薄化 

・固定的な業務付与による能力開発の制限など、

不十分・不適切な雇用管理 

・障害者の能力発揮の成果が、有為な経済活動

（事業活動）へ十分活用されない 

また、「障害者雇用が一方的コストであるとい

う認識に陥り、負担感のみが強まっていくことは、

中長期的な我が国の障害者雇用の進展にとっ

て負の影響が懸念される」と述べています。 

同研究会では、上記の課題の是正に向け、障

害者雇用に精通した資格者の配置や、障害者

や利用企業への支援に従事するスタッフに対す

る教育訓練等の実施、最終的に利用企業が自

社の就業場所での障害者雇用に移行させていく

ための提案・支援などを盛り込んだガイドライン

設定、事業者によるガイドラインに沿った運営に

向けた対応を提示しました。 

 

【厚生労働省「第 11 回今後の障害者雇用促進制

度の在り方に関する研究会（資料）」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66442.html 

 

 

失業保険の申請サポートをめぐる 

トラブルに注意～国民生活センター・ 

東京労働局が注意喚起 

 

国民生活センターは、「失業保険の受給額や

受給期間が増える」とうたう申請サポートに関す

る相談が増えているとして、注意を呼びかけまし

た。東京労働局も同様に、「失業保険の金額・期

間を増やせる」と宣伝する業者に関するトラブル

への注意喚起を発信しています。失業保険は、
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ハローワーク（公共職業安定所）での申請と審

査に基づき支給される公的支援制度であり、外

部事業者が給付内容を増やせるものではありま

せん。 

 

◆過度な宣伝と解約をめぐるトラブルが多発 

全国の消費生活センターには、「サポートを依

頼すれば受給額が増えると思ったが実際には増

えなかった」「途中で解約を申し出たところ高額

な違約金を請求された」といった相談が寄せられ

ています。申請サポート契約の中には、広告や

勧誘の段階で過度な期待を持たせる表現が使

われているケースもあり、契約内容の理解不足

によるトラブルが増えています。契約前に、サー

ビス内容と費用、解約条件が妥当かどうかを慎

重に確認することが重要です。 

 

◆不正受給を促す悪質な事例も 

さらに深刻なのは、不正受給を促すかのよう

な誘導が見られる点です。実際にはメンタル不

調がないにもかかわらず「うつ病と診断されるた

めのマニュアル」が送られてくるなど、虚偽の申

請を促すケースが報告されています。不正受給

が行われた場合、受給者本人が返還・納付を命

じられるほか、詐欺罪などの刑事罰の対象とな

る可能性があります。事実と異なる申告を求め

られた場合は、絶対に応じてはいけません。 

失業保険は再就職を支援する大切な制度で

す。事業者との契約に不安を感じた場合やトラ

ブルが生じた場合は、すぐに最寄りの消費生活

センター等へ相談しましょう。 

 

【国民生活センター「失業保険の給付額等を増や

すことができるとうたう申請サポートに注意 ─不正

受給を促すかのようなケースも！─」】 

https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20251203_1.pdf 

 

【東京労働局「「失業保険の金額・期間を増やせ

る」とうたう申請サポートにご注意ください。」】 

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-

roudoukyoku/newpage_01662.html 

 

高齢者は預金通帳を見せる？ 

介護保険の利用者負担見直しのゆくえ 

 

介護保険制度の持続可能性を確保する観点

から、利用者の負担を増やす見直しが行われよ

うとしています。ここでは 12 月１日に厚生労働

省が社会保障審議会の介護保険部会に示した

見直し案のうち、利用者負担割合についてご紹

介します。 

 

◆２割負担となる所得の判断基準 

現在、介護保険の利用料は原則１割負担で

すが、単身世帯で一定以上所得（年収 280 万円

以上）なら２割、現役並み所得（年収 340 万円

以上）なら３割負担となっています。厚生労働省

は２割負担とする所得基準について、260 万円

（夫婦 326 万円）、250 万円（同 316 万円）、240

万円（同 306 万円）、230 万円（同 296 万円）と

する４案を示しました。 

 

◆激変緩和措置 

厚生労働省は２割負担の対象者を広げるに

あたり、激変緩和措置として２案を示しました。 

第１は、当面の間は負担増加の上限額を月

7,000 円とする案です。これは、１月の負担増を

最大の場合（月 22,000 円）の約３分の１に抑え

るものです。 

第２は、預貯金額が一定額以下の人は１割負

担を続ける案です。これは、所得基準では２割

負担になる人でも、預貯金、有価証券、投資信

託などの金融資産が一定額以下の場合は、通

帳などの資料を添付して自己申告すれば１割の

ままとするものです。厚生労働省は一定額とし

て、700 万円（夫婦 1,700 万円）、500 万円（同

1,500 万円）、300 万円（同 1,300 万円）の３案を

示しました。なお、この預貯金要件は、介護施設

における低所得者の居住費・食費を軽減する補

足給付がすでに預貯金等を勘案して利用者負

担段階を設定していることを踏まえて、自治体の

事務負担に配慮するとされています。 

 

「介護の社会化」の理念を掲げて 2000 年に

始まった介護保険制度ですが、持続可能性を高
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めるため、利用者と家族の負担を増やす方向で

議論が進められており、今後の動向が注目され

ます。 

 

【厚生労働省「第 130 回社会保障審議会介護保

険部会の資料について／資料１」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66495.html 

 

 

１月の税務と労務の手続提出期限 

［提出先・納付先］ 

 

13 日 

○ 源泉徴収税額（※）・住民税特別徴収税額

の納付［郵便局または銀行］ 

※ただし、６ヶ月ごとの納付の特例を受けて

いる場合には、令和６年 7 月から 12 月まで

の徴収分を 1 月 20 日までに納付 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前

月以降に採用した労働者がいる場合＞［公

共職業安定所］ 

 

2 月 2 日 

○ 法定調書＜源泉徴収票・報酬等支払調書・

同合計表＞の提出［税務署］ 

○ 給与支払報告書の提出＜１月１日現在のも

の＞［市区町村］ 

○ 固定資産税の償却資産に関する申告［市区

町村］ 

○ 個人の道府県民税・市町村民税の納付＜

第４期分＞［郵便局または銀行］ 

○ 労働者死傷病報告の提出＜休業４日未満、

10 月～12 月分＞［労働基準監督署］ 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀

行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金

事務所］ 

○ 労働保険料納付＜延納第３期分＞ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用

状況報告書の提出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保

険者でない場合）＜雇入れ・離職の翌月末

日＞［公共職業安定所］ 

○ 固定資産税に係る住宅用地の申告［市区町

村］ 

 

本年最初の給料の支払を受ける日の前日まで 

○ 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書の

提出［給与の支払者（所轄税務署）］ 

○ 本年分所得税源泉徴収簿の書換え［給与

の支払者］ 

 

 

編集後記 

謹んで新春のお慶びを申し上げます。 

旧年中は、社会保険労務士法人 D・プロデュー

スに対し、温かいご支援とご信頼を賜り、誠にあ

りがとうございました。心より御礼申し上げます。 

皆さまに支えられ、当法人も一歩ずつではありま

すが、着実に歩みを進めることができました。

日々の労務相談や制度対応を通じて、多くの学

びと気づきをいただいた一年であったと感じてお

ります。 

2026 年は、私自身の役割を改めて見つめ直し、

「社長業により専念する一年」と位置づけており

ます。これまで以上に、日々の実務はスタッフに

任せ、私は事務所全体の方向性や体制づくりに

力を注いでまいります。これは決して距離を置く

という意味ではなく、より安定したサービスを長く

提供し続けるための前向きな取り組みです。 

スタッフ一人ひとりが役割を理解し、責任を持っ

て顧問先様をサポートできる体制を整えることで、

「いつ誰が対応しても安心できる事務所」を目指

していきたいと考えています。その結果として、

私自身も顧問先様と向き合う時間をより大切に

し、俯瞰した視点から最適なご提案ができる存

在でありたいと思っております。 

また、本年は事業の柱をより明確にし、事務所と

しての強みを一層磨いてまいります。 

具体的には、 

・障害年金申請業務への継続的な注力 

・助成金申請業務における体制強化と安定運用 

・介護・福祉業界に寄り添った支援のさらなる充
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実 

これらの分野において、専門性と実務力の両面

から、顧問先様のお役に立てる事務所であり続

けたいと考えております。 

制度や社会環境が大きく変化する中で、経営者

やご担当者の皆さまが安心して本業に専念でき

るよう、私たちは「相談しやすく、分かりやすく、

頼れる存在」であることを何より大切にしてまい

ります。 

本年も、皆さまに寄り添いながら、共に歩んでい

ける一年にできれば幸いです。 

2026 年が皆さまにとって、穏やかで実り多い一

年となりますことを心よりお祈り申し上げ、新年

のご挨拶とさせていただきます。 

 

社会保険労務士法人 D・プロデュー 

代表社員 社会保険労務士    

越石 能章 

 

 


